
所在地 施設種別 運営主体 施設名
指導監査
実施日

文書による指導の内容
指導に対す
る是正状況

備　考

香南市 ケアハウス 社会福祉法人
香南会

ケアハウス
まごの手

R7.6.13 なし

香南市 特別養護老
人ホーム

社会福祉法人
公生会

特別養護老人
ホームオーベ
ルジュ

R7.6.19 なし

越知町 特別養護老
人ホーム

高吾北広域町
村事務組合

特別養護老人
ホーム五葉荘

R7.6.26 なし

本山町 特別養護老
人ホーム

社会福祉法人
香南会

特別養護老人
ホームそよ風

R7.7.3 なし

中土佐町 養護老人
ホーム

社会福祉法人
ふるさと自然
村

養護老人ホー
ム双名園

R7.7.18 なし

梼原町 特別養護老
人ホーム

社会福祉法人
カルスト会

特別養護老人
ホーム梼原ふ
じの家

R7.7.23 なし

仁淀川町 特別養護老
人ホーム

高吾北広域町
村事務組合

特別養護老人
ホームあがわ
荘

R7.7.31 なし

四万十町 特別養護老
人ホーム

四万十町 特別養護老人
ホーム四万十
荘

R7.8.20 なし

梼原町 ケアハウス 梼原町社会福
祉協議会

ケアハウス
ゆるり

R7.8.28 なし

香南市 ケアハウス 社会福祉法人
ふるさと自然
村

ケアハウス
菜の花

R7.9.4 なし

土佐町 特別養護老
人ホーム

社会福祉法人
厚敬会

特別養護老人
ホームトキワ
苑

R7.9.8 なし

黒潮町 特別養護老
人ホーム

社会福祉法人
黒潮福祉会

黒潮町特別養
護老人ホーム
かしま荘

R7.9.11 なし

宿毛市 ケアハウス 社会福祉法人
愛生福祉会

ケアハウスす
くも

R7.9.25 なし

四万十市 ケアハウス 社会福祉法人
梼の木福祉会

ケアハウス虹
の丘

R7.9.26 なし

四万十町 特別養護老
人ホーム

社会福祉法人
高幡福祉会

特別養護老人
ホーム大井川
（地域密着
型）

R7.10.22 なし

佐川町 特別養護老
人ホーム

高吾北広域町
村事務組合

特別養護老人
ホーム春日荘

R7.10.29 　介護職員１名について、認知症介護に係る基礎研修を
受講させていないことが認められた。入所者の処遇に直
接携わる職員（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支
援専門員、介護保険法第８条第２項に規定する政令で定
める者等の資格を有する者その他これに類する者を除
く。）に対し、認知症介護に係る基礎研修を受講させる
こと。

改善済

大月町 特別養護老
人ホーム

大月町 特別養護老人
ホーム大月荘

R7.11.6 　令和６年度、職員に対して業務継続計画（感染症及び
災害）に係る研修を実施していないことが認められた。
職員に対し、研修を定期的（年２回以上）に実施すると
もに新規採用時には別に研修を実施し、感染症及び災害
に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有すると
ともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかか
る理解の励行を行うこと。

改善済
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指導監査
実施日

文書による指導の内容
指導に対す
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備　考

三原村 特別養護老
人ホーム

社会福祉法人
梼の木福祉会

特別養護老人
ホーム星ヶ丘

R7.11.7 なし

須崎市 ケアハウス 社会福祉法人
あおば会

ケアハウスす
さき

R7.11.12 なし

土佐清水
市

特別養護老
人ホーム

土佐清水市 特別養護老人
ホームしおさ
い

R7.11.20 なし

四万十市 特別養護老
人ホーム

社会福祉法人
西土佐福祉会

特別養護老人
ホームかわせ
み

R7.11.21 　介護職員に対し、必要な研修を受講させていないこと
が認められた。入所者の処遇に直接携わる職員（看護
師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険
法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有
する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症
介護に係る基礎研修を受講させること。

改善済

土佐市 特別養護老
人ホーム

社会福祉法人
正晴会

特別養護老人
ホームさくら

R7.12.9 なし

香美市 ケアハウス 社会福祉法人
ウエルプラザ

ケアハウス好
日館

R7.12.11 　軽費老人ホーム入所者の利用料のうち「サービスの提
供に要する費用」について、本来控除すべき必要経費
（医療費及び介護保険サービス費）を適切に控除されて
いなかったため、過大に徴収されている可能性が認めら
れた。
　過大に徴収している可能性のある事例については、速
やかに調査・確認を行い、必要に応じて返還等の必要な
措置を講じること。

改善済


